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第３回府中市下水道事業経営戦略等検討協議会会議録 

 

■開催日時 令和７年８月２５日（月）午後３時から午後５時まで 

■開催場所 市民活動センタープラッツ 第３会議室 

■出席委員 

 大橋啓吾委員、金子雄一郎副会長、川村英史委員、北島美都子委員、 

 長岡裕会長、松木紀美子委員 

■欠席委員 なし 

■事 務 局 

 塩澤下水道課長、奥下水道課長補佐、高橋下水道課主任、來栖下水道課主任 

 日本水工設計株式会社武井氏、福永氏 

■傍聴者 １名 

■議事日程 

 １ 議題 

  ⑴ 第２回協議会の振り返りについて 

  ⑵ 流域下水道維持管理負担金について 

  ⑶ 下水道使用料の改定案について 

  ⑷ 中間答申の内容について 

  ⑸ 経営戦略改定について 

 ２ その他 
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■会議録（要旨） 

 

○事務局 ただいまより、第３回府中市下水道事業経営戦略等検討協議会を開

催させていただきます。それでは、進行につきましては、長岡会長よろしくお

願いいたします。 

 

○会長 本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。それでは前回

に引き続きまして、第３回の下水道事業経営戦略等検討協議会を開催いたしま

す。まず事務局に確認いたしますが、本日の傍聴の申し出はありますでしょう

か。 

 

○事務局 傍聴希望者が１名おりますが、委員の皆様の承認を得て、傍聴希望

者に入場していただきたいと思いますが、ご判断の方よろしくお願いいたしま

す。 

 

○会長 お一人の傍聴希望者がいらっしゃるということですが、いかがでしょ

うか。 

 

〇各委員 【異議なし】 

 

○会長 それでは傍聴の方に来ていただいてください。 

 

【傍聴者入場】 

 

○会長 それでは、お手元の次第に従って議事を進めますが、はじめに事務局

から資料の確認をさせていただきます。 

 

（配布資料の確認） 

 

○会長 それでは、議題の１「第２回協議会の振り返りについて」、事務局か

らご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは、資料に基づき、ご説明させていただきます。 

 

（資料の詳細説明） 

 

○会長 ご質問ご意見があればお願いいたします。 
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 特にないようでしたら、続きまして、議題の２「流域下水道維持管理負担金

について」、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは、資料に基づき、ご説明させていただきます。 

 

（資料の詳細説明） 

 

○会長 ご質問ご意見があればお願いいたします。 

 維持管理負担金は、何年おきに改定するというのは決まっているのか。 

 

○事務局 東京都下水道の経営計画によると、維持管理負担金は令和７年度ま

で据え置くと記載があり、それまでは現状維持という認識でいます。 

 ただし、今回その計画が改定されるということで、維持管理負担金も改定に

至ったとされております。 

 

○会長 例えば１０年おきに見直すとか、なにか決まりはないということです

か。 

 

○事務局 今回、東京都下水道の経営計画が改定されますので、そちらの方で

詳細な記載があるという認識ではおりますが、具体的に何年おきというところ

については、現段階では示されておりません。 

 

○会長 分かりました。 

 

○委員 改定率について、この数値の設定対象が知りたいのですが。 

 

○事務局 確認ですが、改定率というのは２０％から１９．６％のことでよろ

しかったでしょうか。 

 

○委員 １９．６％を提示された対象はどういう範囲になるのか知っておきた

いと思いました。 

 

○事務局 下水道使用料の改定率は、第２回協議会において２０％と設定しま

したが、維持管理負担金の改定単価が５４．５円から５４．２４１円となり、

我々が想定していた負担金単価が低い金額となりましたので、この低い金額で

下水道費用を再算定しましたところ、当初２０％の下水道使用料の改定率が、

１９．６％になったものです。 
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○委員 この金額は都が出したということだが、結局、下水道は全国や東京都

で見ても千差万別で、これで収支が合うという考えに基づいているとは思う

が、市によって環境が違っていて、本市の場合は平地が多いので経費が少なく

て済むというお話は前から聞いていますので、そういう点でも他の市とも比べ

たいので、この基準値がどこになるのか、水準を知りたいのです。 

 

○事務局 下水道維持管理負担金につきまして、処理場に行く水量に単価がか

けられております。この２０％は府中市の使用料の値上げ分を数字として表し

ているもので、今後の有収水量については、第１回においてご提示させていた

だいた通り、ほぼ横ばいという認識でおりますので、大きな水量の増減はない

想定で、その水量に基づいて単価をかけることにより、維持管理負担金を算出

しました。当初は５４．５円で設定をしていたのですが、実際は５４．２４１

円となりましたので、下水道使用料の改定率について維持管理負担金に合わせ

て下げたというようなことになってございます。 

 

○委員 ありがとうございます。わかりました。 

 

○会長 ５４．２４１円というのはどこも同じってことですよね。府中市だろ

うが三鷹市だろうが、全部一緒ということですね。例えば、処理場は下流の方

になるので、それから近いところであろうが、遠いところであろうが、均一の

単価が負担されるということです。流域下水道の特殊性があるということです

ね。だから、処理場のあるところは、負担金はもちろんなくて、その代わり自

分たちで処理場を持っているから、自分たちで処理費用とか全部賄わなきゃい

けないということになります。 

 よろしいでしょうか。それでは続きまして、議題の３「下水道使用料の改定

案について」よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 それでは、資料に基づき、ご説明させていただきます。 

 

（資料の詳細説明） 

 

○会長 下水道使用料の改定案についてご説明がありましたが、ずっとこの場

で議論してまいりまして、５つの案から１と５に絞ったんですが、さらに５に

ついても５´という、小口利用に対して負担を若干軽減するような形を事務局

に提案していただいたという経緯がございます。この協議会で、どの案にする
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かというのを決めなければいけないことになりますが、まずその前に全体とし

て、ご質問あればお願いしたいと思います。 

 

○委員 所得の低い方たちの影響が大きいということで、５´を作っていただ

いたのですが、５´の小口利用の対象となる世帯がどのぐらいあるのか知りた

い。 

 

○会長 月１０㎥以下というところですかね。 

 

○事務局 世帯数では確認が取れないので、下水道の契約者数でお答えをさせ

ていただきます。令和７年７月末現在で契約者数は１４４，５２８件ございま

して、このうち１０㎥以下の件数につきましては、６７，７２０件の契約件数

でございました。ただし、７月は夏休み期間だとか、いろいろあるところです

ので、全ての件数が生活に苦しい方かというところは検証ができませんでした

ので、ご了承いただければと思います。 

 

○会長 半分弱ということですね。 

 

○委員 ０㎥から２０㎥ぐらいの使用量が７５％占めていて、それ以外の方が

２５％、大口の方が少ないということ。そうすると、今後、大口の特に事業者

は使用料を調整して減少傾向になる可能性が高いと。けれども人口は、ここし

ばらくは２６万を少し切るがほぼ平行線をたどり、その後は減少見込みになっ

ている。そうすると、長期的に考えた場合、ある程度は使用料を多く、安定的

に確保しないと破綻する可能性がある。府中市の状況は非常にいいので、今後

の状況を見てから考えるでも間に合うのかもしれませんが、その辺も判断に入

れてはどうかというのが私の見解です。特に質問というわけではありません。 

 

○会長 ご意見、ありがとうございます。 

 

○委員 ２０㎥までが７５％なので、企業負担が増えるのはどうなのかと少し

考えます。例えば給食センターでは、年間で５と５´の差が３５万円程度とな

り５´の方がやはり上がる。大口の方々には、府中市にいていただかないと困

るでしょうし、その辺を考えると、企業の負担をそこまで上げなくてもよろし

いのではないかというふうに考えております。７５％がほぼ市民の方々で、１

４万５千の世帯数ということなので、１０㎥から２０㎥の、特に１０㎥までは

考えていただいて、企業負担は極力少なく抑えていただけるとありがたい。 
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○会長 はい、ご意見ありがとうございます。５が一番企業負担は小さいく、

５´少し上がる。 

 

○委員 小口の方では、語弊があるかもしれませんが、それほど金額的に上が

るようにも見えないので、逆に大口の方は、いくらかでも抑えていただける

と。 

 

○会長 はい、ご意見ありがとうございます。 

 

○委員 改定案１、５、５´と、小口利用の方を比べると、６８６円、１，２

６７円１，００３円と、本当に微妙な金額なので、下水道管の老朽化の問題と

か、色々ニュースに出ており、水というのは命を守る上で欠かせないものと思

いますので、小口利用の方の負担は仕方ないのかなと思います。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 参考までになんですけれども、浴場汚水について、浴場自体は今府中

市には実際問題として何件程度あるんですか。 

 

○事務局 現在４つございます。 

 

○委員 １０㎥以下の１１６円というのは、１０㎥までが税抜きで１１６円だ

ということの理解でいいんですか。 

 

○事務局 はい、そうでございます。 

 

○委員 先ほどの貧困の方やお風呂のない方は浴場施設を利用する方が多いと

いう推論も多少はありますか。その面でフォローできるならいいと思います。 

 

○事務局 浴場施設については、そもそも入浴料が国によって制限されていま

すで、浴場施設の経営を配慮することがまず一つ重要だと。そして浴場施設が

下水道と同じように長く経営し続けることにより、市民の方に福祉サービスを

提供する施設として継続的に機能し続けることが重要だと認識しております。 

 

○委員 スーパー銭湯に切り替えて、利益を重視する銭湯も結構見ています。

市でも条例でそういうところに規制するとか、なんかしてもらえると本当はい
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いのではと思う。経営者を阻害することですから、なかなか難しいかもしれま

せんが、そういう点の課題もあるかなと思いました。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。 

 

○事務局 補足ですが、公衆浴場につきましては公衆浴場法がございまして、

都道府県知事の許可を受けて、生業とする浴場となっておりますので、おそら

く今おっしゃっていただいたようなスーパー銭湯のような施設については、こ

の公衆浴場法には該当しないと思いますので、下水道の使用については一般汚

水の単価が適用されるような仕組みとなってございます。 

 

○委員 概算で知りたいのですが、全体の使用料の割合を、個人と大口と公衆

銭湯と分けたらどうなるのですか。 

 

○事務局 おそらく非常に少ない数字となります。流す量は多いですが、単価

が安いので金額に換算すると非常に少額になります。循環する等いろいろな費

用の軽減等が図られているというふうに聞いております。特定の事業所がどの

くらい使ってるかをお見せすることはできますが、それについては個人情報に

当たるものと認識しておりますので、お答えは差し控えさせていただきます。 

 

○委員 ありがとうございます。微々たるものだという解釈で問題ないですか

ね。 

 

○会長 下水道使用料の議論で公衆浴場の議論もしますが、基本的には全体の

収入に対してどうなるっていうことはあまり議論しないです。なので、多分あ

まり考えなくてもいいのかなとは思います。 

 はい、それでは本題の１、５、５´の中から決めなければならないのです

が、意見があれば。 

 

○委員 改定案の５がいいかと思っています。全体の７５％を占める人たちか

ら安定的に負担していただいた方が好ましいと思います。もし企業が１社消え

てしまったら影響力が大きい。年間で１２０㎥以下が一般の小口としても、多

い方で５案を月に直せば１００円ちょっととなり、個人の方にも大きな影響は

ないと思うので、５案が健全かなというのが私の感覚です。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。他のご意見があればお願いします。 
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○委員 ５が妥当かなと思います。月１００円程度という言い方が合っている

かどうかは分からないですが、７５％の中の方々が、そのぐらいの負担である

と。あとは、本当に大口の方々が５´ないし１にすると、かなりの負担が増え

るというところも加味させていただくと、５にしていただければと思います。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 いわゆる一般家庭の方たちにとっては、あまり大きな影響がない金額

で収まるのではないかなと思うので、５か５´で考えていたのですが、ポイン

トとしては所得の低い方たちがどのくらいかかかるかというところで、年間の

金額で見てそこに関しても５と５´で２５０円程度の違いなので、そのぐらい

であれば吸収できるのかなということと、一方で企業に関してはかなり金額が

大きくなるので、そうすると私もだんだん５に傾いてるかなという状況です。 

 

○会長 ５がいいということですね。 

 

○委員 結論から言いますと５がいいと思います。この５´という案を作って

いただいたので、とても比較しやすくなりまして、どちらがいいかと考える

と、５がいいのではないかと思います。 

 

○副会長 元々の経緯は、ベースとしてまず１があり、それだと大口の負担が

大きいので、それを緩和しようということで５があるわけです。そうすると今

度は小口の方が高くなるので、それで５´を追加したという経緯があります。

もちろん金額の大小、支障のない金額かどうか、そこの判断がなかなか難しい

ですが、経緯からすると５´というのが一番バランス的にいいのではないか。

企業の移転等については予見できないことですので、それを織り込むのはちょ

っと難しいと思います。収入を得られなくなる可能性がある、よってできるだ

け小口のところで負担をしておいてもらった方がいいということですが、料金

は将来にわたって据え置きではなく改定もありますので、経営安定の観点から

は５の方ですが、これまでの経緯からすると５´なのかなと思います。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。 

 分かれた感じなんですが、私は５´と思っています。基本使用料の割合が６

７％と低い、これを上げることがあるべき姿だと思っています。５は小口使用

者の増加割合がちょっと大きく見えすぎて、ここだけ突出してる。それで気に

なって、５´ということになって。５´なら、１０㎥未満のところが依然高い

ですが、まだ許容できるところかと。５は極端って感じすぎる。大口の話もも
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ちろんありますが、それでも１に比べれば１１３％ですので、まだいいのかな

と思いました。 

 ４対２なんですが、多数決じゃなくて集約するようような形にしたいと。 

 

○委員 累進度が３．４３なので、３．４３倍して比較しないと増加率は比較

できない、率だけで見ると誤解する危険性がある。累進度は考える必要があり

ます。ただ、その割合から行くと、企業に占める割合と売上高を比較した場合

に１／３となり、妥当なところに近いことは近いですが、この一部の料金が上

がるのはきついかなと感じます。この累進度を加味して、５案か５´案か判断

してもいいのかなと思ったのです。 

 

○会長 累進度というのは、３．４３という数字のことですか。 

 

○委員 そうです。結局、１，０００㎥以上を使うところは、１０㎥と比べる

と、３．４３倍の料金が設定されているわけですね。 

 

○会長 もう一度、累進度について説明してもらってもよろしいですか、事務

局より。 

 

○事務局 はい。累進度は、従量使用料の低いところから高いところの上り幅

ということになります。 

 

○委員 現行を見ますと、１０㎥から２０㎥が５６円ですね。１，０００以上

を使うと、同じ量を使っても１９２円ですね。その１９２割る５６が３．４２

８５なので、３．４３ですね。だから、パーセンテージだけでこれだけ上がる

と判断することは誤認かなと。だから、そこも加味しなければ、平等性にかけ

るかなと思ったのです。 

 

○会長 そうなんですが、委員にもう一度質問ですけど、この現行で５６円と

１９２円の差を考えなさいということですか。 

 

○委員 もちろん段階が上がっていくと、５６円から７６円、９５円と単価が

上がっていく。そうすると、その段階に入った人たちは、階段状に同じ量を使

っても当然高くなっていく。それは累進度なので当たり前ですけども、それを

負担させることの妥当性を判断する時には、単純に増加率の１３６％か１２

９％の上がり方がすごいのか、１１１％か１１３％に上がる方がすごいのか、

その見方には累進度も考慮して判断しないと単純には言えないかなと。 
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○会長 単純にはもちろん言えないと思います。ただ、この累進度がなぜある

かという話ですよね。この累進度が妥当かどうかという、そういう話をしまし

ょう、そういうことですよね。それはいろいろなものが入りすぎて相当難し

い。下水道の場合、水道とか電気と違うのは、水道だと口径という設定もあ

り、１５㎜、２０㎜、５０㎜とかで設定が違うということが水道はできる。電

気もそうですね。下水道はできないんですよ。下水道でも管渠の整備というの

が必要なんですけど、やはり大口があると、そこから持ってくるパイプは太く

しなきゃいけないないわけなんです。だから、ある程度の累進性といういうの

は必要なんです。３．４３が妥当かどうかという議論はなかなか難しいという

か、短期間ではできないと思うんです。なので、私の考えは、現行をベースに

して、どのくらいの負担が増えるかというのを、パーセンテージでやらざるを

得ないんじゃないかなと。 

 

○委員 よくわかります。そういうのを加味して決めたのだから、単純に見て

いいのではないかという考えもあると思います。 

 

○会長 この３．４３がどうかっていうのは難しいと思っています。 

 

○事務局 会長、補足をさせていただいてよろしいですか。 

 

○会長 どうぞ。 

 

○事務局 府中市の累進度３．４３については、他市と比べましても真ん中に

位置しております。この累進度につきましては今回、案５´を検討する際に

我々も考えましたが、９０％から８５％に落とすことで、前回、委員の皆様か

らいただいた、小口利用者への配慮というところは達成していると認識してお

ります。この累進度について議論を重ねますと、会長も仰っていただいたよう

に、いろんなケースを再検討する必要があるため、事務局といたしましては、

第２回でいただいたご意見を踏まえ、８５％にすることで、小口への配慮が達

成できたという認識で、累進度を同等の案をご用意した次第となっておりま

す。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。今回、累進度はそのままにしましょ

う。固定的経費に占める基本使用料の割合が、案５は９０％で、５´では８

５％で、基本使用料が固定的経費に対して１００％というのがあるべき姿とは

思います。ただ、他市の状況を考えますと、ここまで高いところはない。大体
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３０％かそのぐらいところが多い。府中市は特別な状況があって、私としては

９０％と８５％はそれほど違わないと、十分に高いという印象です。なので、

９０％を８５％にして、目に見えるパーセンテージとして１３６％を１２９％

にする方が受け入れやりやすいのかという印象だった。それで、５´がいいか

と私はずっと思っていたということです。 

 

○委員 使用料全体の７５％を占めている人たちが、今後減っていく、数年は

いいが大幅に減っていくと思う。そうすると、次に上げる時にハードル高くな

くなる。その後も含めて考えて、高い方がいいかなという意見を出したわけで

す。 

 

○会長 仰ることも分かる。改定は５年置きでやる予定でしたか。 

 

○事務局 今回は１０年となっています。ただし、５年で一旦、検証はいたし

ます。 

 

○会長 一度決めたらそのままというわけではなく、５年で検証はする。だか

ら、毎回少しずつ良い方向に変えることはできる。人口動態は、令和１７年ま

では減らないで、その後は変わってくるかもしれないが、そもそも使用料を２

０年とかほっとくというのはそもそもあるべき姿じゃない、少しずつ変えてい

くべきものだと思っている。 

 なにかご意見あれば。あくまで、この皆さんで決めるということですので、

できる限り集約したいなと思っている。いかがですか。 

 

○委員 ５と５´の関係ですが、一般家庭から見ると、年間の金額もパーセン

トも含めて、あんまり皆さん影響を感じないだろうと思う。基本水量の１３

６％がちょっと高いのではないかということですが、今回見て思ったのは、年

間の負担金額を市民は見ると思う。市民感覚だと年間の負担金額を見て、ま

あ、このぐらいだったらっと、基本水量の方たちはあまり気にされない金額で

はないかなと、負担を感じないんじゃないかと思った。むしろ企業の年間の金

額の方が、影響が大きいのではないかというのを、年間の使用料を見た時に感

じたので、結果として５に戻ってしまったということです。 

 

○会長 分かりました。ありがとうございます。 

 

○委員 ５なのか５´なのか迷うところになっていきますが、表３－４の特徴

をよく読んでみると、どっちがと決めがたいところではあります。 
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○副会長 ５を５´の比較というのはこの場合だけなので、この２００円です

が、もともとどれぐらい上がるかということで、少なくとも年間使って１，０

００円ですね、小口の場合。 

 

○会長 １，０００円か１，２００円か、そういう理解でいいですかね。 

 

○副会長 結果的に２００円というのは５と５´の話なので、そこは多分出て

こないと思います。市民の立場では、小口利用で案１だと６８６円、５´だと

１，０００円、５だと１，２００円ということなので、そもそも上がることを

考えないといけないわけで、２００円という話ではないと思います。それと合

わせて改定率が出るので、それをどう市民が捉えるかという視点も必要なのか

なと思います。それから大口に関しては難しいですが、節水で減っているとす

ると、そのあたりで上がった分を吸収することが考えられます。もちろん、企

業は市にとってもかなり貢献されているので、負担をできるだけ減らすことは

大事ですが、そのあたりは企業努力でやられていると思います。 

 

○委員 そもそも、どうして値段が上がるかという話で、物価高騰や人件費等

が上がるということ。多分、働いてる方々も給料が下がるということは非常に

珍しい。ガス料金とか電気料金というのはものすごい金額で上がっている。だ

から、それに比べれば下水道料金はそれほどのパーセンテージで上がっていく

こともまずないでしょうし、水道料金もそんなには上がってないとは思う。そ

のぐらいの上幅であれば、さほどでもないのかなと。。 

 企業における金額の幅は、工作機械に関して水の水量を減らす等、市内の業

者も努力はされていて使用料は減っているが、飲食関係で水をかなり使う方々

がいるのも事実です。人件費や他の経費等は、どこの企業も上がってるので、

大口利用のパーセンテージは１１１％と１１３％の２％ですが、大口の方々が

結構な金額をお支払いしていただけるというところもあるので、ここはそうい

う意見も言わせていただきながら、皆の意見を当然参考にして、５なのか５´

なのかということをよく考える。市民の方々も、当然その数パーセントより

は、給料が毎年上がっているのも事実ですし、多分大手企業もその上げ幅はか

なり大きい。だからいろんなものが全て上がっていってる中での値上げなの

で、どういうふうに考えていけばいいかというところです。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。議題４は時間かかりますかね。 
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○事務局 いいえ、議題４はおそらくそれほどかからないですけど、議題５の

経営戦略の改定は、少しお時間を頂戴したいと思っております。 

 

○会長 どういたしましょうか。ちょっと意見が分かれたままで難しいところ

ですからね。 

 

○委員 １，２００円、年間で上がったということは、月で言ったら１００円

強です。 

 

○会長 いろんなものが値上している中で、下水道として、どう配慮したかと

いうところだと思う。水道もそうですが、いろんな公共料金の中の一つとし

て、どういう方針を出すかというところだと思う。だから私はパーセントに拘

った。全体額はその通りなんですが。 

 

○委員 小口利用の３１８㎥を月に直せば２６．５㎥となる。年間で見たら、

５案でも２００円は上がらない、２，５００円に達していない。両案の差額を

見たところで、１００円の差がない。 

 

○会長 差がそんなにないですが、これを見た市民がなんでこんなにと。確か

に大口がちょっと上がっているが、改定案１に比べれば、かなり配慮している

と思う。 

 私としては５´の方がいいのかなと。まとめなければならない。単純な多数

決にはしたくないので、皆さんに納得していただいてと思っているが、差がな

いということであれば、５´でいかがでしょうか。 

 

○委員 個人の負担が全体的に低い。企業側の考えを述べなきゃいけないとい

う立場もあるので。ただ、市民的に金額の増えた分に関しては、納得はでき

る。ただ、確かに１３６％と１２９％では、数字的には非常に目立つのはよく

分かるんですが、というところで、お任せいたします。 

 

○会長 分かりました。 

 

○委員 パーセンテージがあまりにも違うのが引っかかるということですよ

ね。１０㎥が１３６％なのに、５，０００㎥はなので１１１％なのかというと

ころに引っかかる市民の方がいるのではないかということですよね。引っかか

る方もいるとは思います。確かに、５ではなくて５´の方が安全と言えば安全

かなとは思います。 
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○会長 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 ５´の方に傾いてきた。企業の負担が多いというとこで、５´は１年

で３５万、１か月にしたら３万ぐらいですか。企業の負担が多くなってしまっ

ても、やはり一般の方が１２９％で目立たない方がいいということなので、５

´の方を取った方がいいような気もしてきました。主婦的な目線で見ると、パ

ーセントより金額で見ます。 

 

○委員 人口動態の関係ですが、個人の使用が７５％を占めている。長期的に

見て１０年はなんとか持ったとしても、今後の値上げが極端になるのが一番気

になっている。大口利用は収入で見ると２５％しかないので、確かに多少減っ

ても影響はないかもしれないが、企業の場合は抜けると影響が大きい。だか

ら、企業が抜けないように、市としては考えておき、この二案を比べて金額的

なバランスを長期的に見て、5案の方が勝ことになる。 

 

○委員 １２０％より１１３％の方が当然ありがたい。府中市は大企業ありき

のようなところも正直ある。町のいろんなところで、下水道の料金にしても、

例えば市町村の中では上から全てが５番以内に入るとか、３番以内に入るとか

という部分も、いろんなところで企業たちが助けていただいてるからこその府

中市というのは正直あると思う。その辺も考えていただきながら、基本的には

５を推奨させていただく。企業があってというところなので。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。そのうちまた使用料改定もあると思う

ので、その時の参考になるように、今の議論を残しておくということで。納得

されない方もいるかもしれませんが、今回は５´にさせていただきたいと思い

ます。経緯はちゃんと残しておいて、繋いでいきたいと思います。非常に熱心

なご議論、本当にありがとうございます。次の改定の時、累進度の考え方も含

めて考えていかなきゃいけないと思います。ご熱心なご議論ありがとうござい

ました。それでは議題の４「中間答申の内容について」お願いいたします。 

 

○事務局 それでは、資料に基づき、ご説明させていただきます。 

 

（資料の詳細説明） 

 

○会長 ご質問ご意見があればお願いいたします。 
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○会長 はい、ありがとうございます。 

 この付帯条件ですね。市民及び事業者との相互理解、市民生活と事業所経営

ということがしっかり書いてあるので、今後、府中市の問題としても重要と思

いますので、もう少し書き込んだらいいということがあれば。 

 

○委員 人口減の見込みですね。１０年というと、どうずれるか分かりません

ので、５年で見直すというところを、加えて入れていただいた方がいいかなと

思います。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。人口減とか人口動態とか、そういうも

のを踏まえて加えてくれますか。 

 

○事務局 承知しました。 

 

○会長 後で私が見て、皆さんとも共有いたしますので、事務局はお願いいた

します。あとはよろしいですか。私が答申するようになりますので、よろしく

ご承知おきください。 

 それでは、議題の５「経営戦略改定について」お願いいたします。 

 

○事務局 それでは、資料に基づき、ご説明させていただきます。 

 

（資料の詳細説明） 

 

○会長 ご質問ご意見があればお願いいたします。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。ご意見があればお願いいたします。 

 まず前提として、これはいつまでに確定するものですか。 

 

○事務局 こちらにつきましては、皆様には初めてお出しするものになりま

す。本日の協議会でもご意見をいただければと思いますが、本日終わりまし

て、次、１０月に最後の協議会がございますので、それまでの間にお手数です

が、お目通しいただいてご意見いただければと思っております。 

 

○会長 分かりました。はい、何かお気づきの点があればお願いいたします。 

 

○委員 １７ページの老朽化の状況ですが、アイウの３つの基準を出されてパ

ーセントが表示されていますが、会計の変更後のものですから、固定資産につ
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いて言えば、実質取得価格が反映されてないものから作られています。そうす

ると、今の２７．３％というアについても、正しい数値というものではないと

いう感覚で、無理に出す必要があるのかなと思います。老朽化は、６．４％と

いうことであれば、７７６㎞のうち４９㎞になるので、補修により耐用年数を

延ばせることから、この距離があっても問題ないのかなと思うのですけど、耐

用年数の延長コメントが必要かと思う。管渠改善率は凸凹になっていますが、

年度によってバラバラになるものなので、数年単位を計画に合わせて動いてい

るということを示した方がいい。 

 

○会長 はい、というご意見です。 

 

○事務局 補足ですが、各指標については総務省が提示するようにと求められ

ておりますので、まずそこはご了承いただきたいところでございます。先ほど

ご意見いただいた、令和２年に企業会計を適用していて、本来の取得価格では

なく時価の取得価格になりますので、そういったところも必要に応じて説明を

加えさせていただければと思います。 

 

○会長 ありがとうございます。はい、他いかがですか。 

 

 ○委員２７ページの市民との協同の部分ですが、府中市下水道をウェブで検

索したら、府中市下水道のホームページの告知がたくさん載っていた。市民は

関心を持つとすぐに検索するので、まずそこにたどり着くなというのを思っ

た。丁寧に書いてあっていいかなと思ったが、もう一歩を踏み込んだ情報が欲

しいと思った。例えば、管の更生工事とあったが、具体的にどういうことなの

か分からず、府中市のホームページだけだとそこまではいかない。そこから先

に飛んだら、ＹｏｕＴｕｂｅで情報が出てきて、これ見ると分かるので、リン

クを貼っていただくといいなと。まずできることはそのぐらいなのかなと。府

中市が自前で作るとなるとなかなか大変なので、情報源がここにあるというこ

とを、今ちょうど関心がある時なので、是非そういうものを貼っていただい

て、関心を持っていただくことを進めるといいなというのを思いました。ウォ

ーターＰＰＰも、府中市のホームページに載っていて、ちゃんと募集してい

る、そういう働きもしているというのも感じました。東京都はいろいろなもの

を出しているので、そういうものは連携してリンクを貼って、市民に情報提供

できるといいなというのを思いました。広報関連イベントと学習の機会に充実

に関しては、いろいろなやり方があるので、夏休みの宿題に親子向けに講座や

るとか簡単にできるので、やっていただけるいいなと思いました。 
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○会長 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 市民の皆さんが関心を持っているのは、八潮市の事故があったことに

よって、下水道が上水道よりひどいと、お金もかかるという記事が先日も出た

ばかりです。ここまで調査した結果ではこうであるという事実を入れてもらっ

てもいいのかなと思います。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。いかがですか。 

 

○事務局 まず、ストックマネジメント計画の進捗等については、今回の経営

戦略等では詳細を載せる予定はありませんが、ホームページ等に掲載を随時し

ていく想定でございます。また、八潮市の事故の件ですが、国からの指示に基

づいて動いてるものでございますので、公表等についても国からの指示に基づ

き、適正にやっていく予定となっておりますので、またそれは別の動きとして

捉えていただければと思います。以上です。 

 

○会長 はい、ありがとうございます。まだ八潮市の事故の原因はまだ言って

ないんですよね。 

 

○事務局 今、対策検討委員会を開いてる最中で、もう４回ほど開催したと思

います。今、第２提言で全国特別重点調査をやっておりますけど、これから第

３提言が出て今後の老朽化対策について、管理のあり方が変わってくのだろう

というのは想定しておりますので、十分に注意したいと思っています。調査結

果も含めて下水道に関心を持っていていただいておりますので、情報の発信の

仕方は調査結果も含めて、国から指示がありますけども、市民の皆さんにオー

プンにしていきたいと思っております。 

 

○会長 はい、是非お願いいたします。はい、他ございますか。 

 

○副会長 老朽化に関しては、総務省の方でこれを提示してくださいというこ

とで、それ以外の調査もいろいろと検討されていると理解しました。ここに載

せることではなく、随時調査して出していくのかなと思いました。それから、

ウォーターＰＰＰは、今検討されているということで、まだ確定的なことは言

えないと思いますが、市としてどの辺りのレベルを考えているか、可能な範囲

で教えてもらえますでしょうか。 

 



18 

○事務局 実際の老朽化率は約２０％となりますから、コメントを入れいたい

と考えます。ウォーターＰＰＰに関しましては、レベル３．５を検討中です。

国費の対象要件にもなっておりますので、３．５を目指すというか、そこを見

据えながら、今いろいろと検討に入ってるような状態となります。 

 

○副会長 ウォーターＰＰＰを仮に導入したとしても、料金は市の方で決めら

れるのですか。 

 

○事務局 下水道使用料金は、またこういう場を持ってちゃんと決めますの

で、民間に委ねるということはないです。 

 

○副会長 民間が収益性の観点から料金を決めるのではなく、市が決めて、そ

の中で運営をするということですね。 

 

○会長 はい、その通りでございます。はい、他いかがですか。よろしいです

か。私から一つだけ、３２ページの維持管理費が乱高下するような予測になっ

ているが、これはなぜでしたか。資本費は一定ですが、維持管理費が凸凹する

のは、なにか理由あるんでしたか。 

 

○事務局 ストックマネジメント計画の５年ごとのタームによる凸凹となって

おります。調査や設計等を行う時期と行わない時期があります。 

 

○会長 分かりました。補足してもらった方がいいかもしれない、そういった

タームがあると。はい、他よろしいですか。 

 これについては、次までに読み込むとのことですが、どのようにするのか。 

 

○事務局 次回の協議会では、ほぼ完成版を皆様にご提示することを考えてお

ります。大変申し訳ございませんが、内容について、第４回の開催前までに、

ご意見を頂戴したいと考えてます。事前にご意見いただきまして、集約し、第

４回で完成版を皆様にご提示させていただければと思っておりおりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会長 見ていただいて、ご意見出していただくようお願いいたします。 

 それでは続きまして、２のその他ですか、お願いいたします。 
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○事務局 次回の協議会の日程でございます。次回第４回は１０月２７月曜日

午後３時から、会場は本日と同じところを予定しております。日程が近づいた

ら改めてご連絡します。 

 

○会長 以上で第３回の協議会を終了いたします。今回は案を出すということ

で、ずいぶんご議論いただきました。議論の内容は、ちゃんと繋ぐようにして

いただければというふうに思います。非常に熱心の議論、本当に感謝いたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 


